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事務承継特定社債管理者決定の公告232
【医療法第五十四条の七の規定に準用される会社法第七百十四条第四項】

　当法人は、当法人第〇回無担保社会医療法人債につき社会医療法人債管理者○○○○信託銀行株式会社の『資格の喪失・裁判所の許可を得て辞任・裁判所により解任・解散』に伴い、社会医療法人債権者集会の同意を得ずに、△△△△信託銀行株式会社を、事務を承継する社債管理者として『定めたので・選任があったので』公告します。
　令和○○年○○月○○日　（※①）
　　○○県○○○市○○○町○○丁目○番○号
　　　　　　　　　社会医療法人○○○○○○
　　　　　　　　　　　　理事長　○○　○○

◎『』内は、いずれかを選ぶ。

本公告の公告媒体について
　定款所定の方法による。

（※①）掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。

関連条文
　医療法　第五十四条の七
　医療法施行令　第五条の六
　会社法　第七百十四条第四項（読替）
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